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(57)【要約】
【課題】発泡を抑制すると共に、流量の増減に対応する
ことができる放水ピット構造を提供する。
【解決手段】堰３によって水Ｗが貯水された貯水域４と
、水Ｗを外界に向けて放水する放水域５とを有する放水
ピット構造Ａ１であって、貯水域４から放水域５までの
流路のうち少なくとも一部を上流水槽２０と下流水槽３
０とに区画する発泡防止装置１０を有し、下流水槽３０
の水位Ｈ２１以下に設けられていると共に貯水域４に導
入される水Ｗが第一の流量である場合において堰３を越
えて流出した水Ｗの通過抵抗となって上流水槽２０の水
位を第一の水位Ｈ１１とする第一有孔板部１１と、第一
有孔板部１１に設けられ、上方に向けて延在すると共に
天端１２ａが第一の水位Ｈ１１よりも高くされた仕切板
部１２と、仕切板部１２に設けられ、貯水域４に導入さ
れる水Ｗが第二の流量である場合において仕切板部１２
を越えて流出した水Ｗを通過させる第二有孔板部１４と
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導入された水を堰き止める堰によって前記水が貯水された貯水域と、前記貯水域の下流
側において前記堰を越えて流出した前記水を外界に向けて放水する放水域とを有する放水
ピット構造であって、
　前記堰の下流側に設けられ、前記貯水域から前記放水域までの流路のうち少なくとも一
部を上流側の上流水槽と下流側の下流水槽とに区画する発泡防止装置を有し、
　前記発泡防止装置は、
　前記下流水槽の水位以下に設けられていると共に前記貯水域に導入される水が第一の流
量である場合において前記堰を越えて流出した前記水の通過抵抗となって前記上流水槽の
水位を第一の水位とする第一有孔板部と、
　前記第一有孔板部に設けられ、上方に向けて延在すると共に天端が前記第一の水位より
も高くされた仕切板部と、
　前記仕切板部に設けられ、前記貯水域に導入される水が第二の流量である場合において
前記仕切板部を越えて流出した前記水を通過させる第二有孔板部とを備えることを特徴と
する放水ピット構造。
【請求項２】
　前記発泡防止装置は、
　前記仕切板部の下流側において前記仕切板部に沿って設けられ、上端が前記仕切板部の
天端よりも高くされた壁体を備え、
　前記第一有孔板部は、前記堰から前記仕切板部に向かって延び、前記上流水槽と前記下
流水槽とを上下に区画すると共に前記水を下方に通過させ、
　前記第二有孔板部は、前記下流水槽の水位以下に設けられ、前記仕切板部から前記壁体
に向かって延び、前記仕切板部を越えて流出した前記水を下方に通過させることを特徴と
する請求項１に記載の放水ピット構造。
【請求項３】
　前記発泡防止装置は、前記壁体の上方において前記貯水域側と前記放水域側とを連通さ
せる開放部を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の放水ピット構造。
【請求項４】
　前記発泡防止装置は、前記開放部に設けられ、前記壁体の上端を越えて流出した前記水
を通過させる第三有孔板部を備えることを特徴とする請求項３に記載の放水ピット構造。
【請求項５】
　前記第一有孔板部は、前記仕切板部の基端から下方に向けて延び、前記水を横方向に通
過させ、
　前記第二有孔板部は、前記仕切板部の天端から上方に向けて延び、前記水を横方向に通
過させ、
　前記仕切板部は、前記基端が前記下流水槽の水位よりも低くされていることを特徴とす
る請求項１に記載の放水ピット構造。
【請求項６】
　前記第二有孔板部の開口率が、前記第一有孔板部の開口率よりも大きくされていること
を特徴とする請求項５に記載の放水ピット構造。
【請求項７】
　前記発泡防止装置は、前記第二多孔板部の上方において前記貯水域側と前記放水域側と
を連通させる開放部を有することを特徴とする請求項５又は６に記載の放水ピット構造。
【請求項８】
　前記発泡防止装置は、前記第二多孔板部の上方に設けられ、前後を前記上流水槽と前記
下流水槽とに区画する発泡防止ユニット壁を備え、
　該発泡防止ユニット壁は、前記貯水域に導入される水が基準の流量である場合において
、基端が前記下流水槽の水位よりも低く、かつ、天端が前記上流水槽の水位よりも高くさ
れた仕切部と、
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　前記仕切部の天端に設けられ、上方に延在する有孔部とを備えることを特徴とする請求
項５から７のうちいずれか一項に記載の放水ピット構造。
【請求項９】
　前記発泡防止装置は、前記発泡防止ユニット壁が前記第二多孔板部の上方に複数連続し
て設けられていることを特徴とする請求項８に記載の放水ピット構造。
【請求項１０】
　前記発泡防止装置が、水平方向に複数連続して設けられていることを特徴とする請求項
１から９のうちいずれか一項に記載の放水ピット構造。
【請求項１１】
　前記貯水域は、底部のうちの前記水を導入する水導入部から前記堰までの間において上
方に向けて突出する突出体を備え、
　該突出体は、幅寸法が前記水導入部の幅寸法以上とされ、前記貯水域側から前記放水域
側を見て前記水導入部と重なるように設けられていることを特徴とする請求項１から１０
のうちいずれか一項に記載の放水ピット構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導入された水を堰き止める堰によって水が貯水された貯水域と、貯水域の下
流側において堰を越えて流出した水を外界に向けて放水する放水域とを有する放水ピット
構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、原子力発電プラント、火力発電プラントあるいは化学プラントに代表される種々
のプラントにおいては、河川域や海域から取水した水を冷却水として利用し、冷却後の排
水を河川域や海域に放水している。この排水流路系においては、保守点検や複数流路を一
系統に集約する等のために、放水ピットを設置するのが一般的である。
【０００３】
　この放水ピットでは、排水を導入するポンプの揚水能力を補助するためにサイフォンを
構成するのが通常であるが、外海潮位や水路損失の変動によるサイフォン切れを防止する
ために、堰を設置して一定以上の水位を確保することが多い。
【０００４】
　このような放水ピットでは、排水が堰を越えて流れ落ちる際に、空気が巻き込まれて泡
が発生する。この発生した泡は、海域等に流れ込むことで周囲の景観を損ねたり、泡の飛
翔によって周囲の構造物に塩害をもたらしたりする。また、例えば、放水ピットと海域等
とを管路によって連通させた場合には、管路内の圧損を増加させたり、脈動を生じさせた
りする。
【０００５】
　この発泡に関する発泡防止装置として、堰よりも下流に設けられ、底部を開いて下流側
に開放することで水面側の流れを堰き止める第一壁と、堰と第一壁との間の下流水槽を覆
う多孔板（有孔板）とが設けられ、多孔板が堰の天端よりも低い位置にされたものがある
（例えば、下記特許文献１）。この発泡防止装置は、多孔板と堰との間に段差を形成する
ことで、第一壁側に排水の流れが偏ることを防いで多孔板表面上に均一に分散させると共
に、多孔板の孔を介して減勢された水流を下流水槽に流れ込ませ、下流水槽に流れ込む際
の泡の貫入深さを浅くして泡が海域等に流れ込むのを抑止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１２７９１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、従来の技術においては、下流水槽に流れ込む際の泡の貫入深さを浅くし
たとしても、下流水槽の排水中に泡が流れ込むことに変わりはないために、泡が海域等に
流出するのを抑止するのに限度があるという問題があった。
　また、放水ピットに導入される排水の流量が増加すると、水位が上昇して第一壁を越え
て流出してしまい、この流出した排水が下流水槽に落水する際に、発泡を生じさせてしま
うという問題があった。
【０００８】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、その目的は、発泡を抑制すると
共に、流量の増減に対応することができる放水ピット構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を採用している。
　すなわち、本発明に係る放水ピット構造は、導入された水を堰き止める堰によって前記
水が貯水された貯水域と、前記貯水域の下流側において前記堰を越えて流出した前記水を
外界に向けて放水する放水域とを有する放水ピット構造であって、前記堰の下流側に設け
られ、前記貯水域から前記放水域までの流路のうち少なくとも一部を上流側の上流水槽と
下流側の下流水槽とに区画する発泡防止装置を有し、前記発泡防止装置は、前記下流水槽
の水位以下に設けられていると共に前記貯水域に導入される水が第一の流量である場合に
おいて前記堰を越えて流出した前記水の通過抵抗となって前記上流水槽の水位を第一の水
位とする第一有孔板部と、前記第一有孔板部に設けられ、上方に向けて延在すると共に天
端が前記第一の水位よりも高くされた仕切板部と、前記仕切板部に設けられ、前記貯水域
に導入される水が第二の流量である場合において前記仕切板部を越えて流出した前記水を
通過させる第二有孔板部とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、上流水槽と下流水槽とを区画する発泡防止装置を有し、第一有孔板
部が下流水槽の水位以下に設けられているので、水が上流水槽から第一有孔板部を介して
下流水槽に流れ込む際に、空気を巻き込むことがなく、空気を下流水槽の水中に連行する
ことがない。従って、発泡を効果的に防止することができる。
　また、天端が第一の水位よりも高くされた仕切板部と、第二の流量である場合に仕切板
部を越えて流出した水を通過させる第二有孔板部とを備えるので、水の流量が第一の流量
から第二の流量に増加した場合に、水が第一有孔板部以外に第二有孔板部を通過すること
となる。従って、流量の増加に応じて流路面積を増加させるので、水の流速の増加を抑止
すると共に圧力損失が極端に増大することを抑止して、水位が急激に高くなることを抑制
することができる。なお、「水」とは、淡水又は海水を意味する。
【００１１】
　また、前記発泡防止装置は、前記仕切板部の下流側において前記仕切板部に沿って設け
られ、上端が前記仕切板部の天端よりも高くされた壁体を備え、前記第一有孔板部は、前
記堰から前記仕切板部に向かって延び、前記上流水槽と前記下流水槽とを上下に区画する
と共に前記水を下方に通過させ、前記第二有孔板部は、前記下流水槽の水位以下に設けら
れ、前記仕切板部から前記壁体に向かって延び、前記仕切板部を越えて流出した前記水を
下方に通過させることを特徴とする。
　この構成によれば、第二有孔板部が下流水槽の水位以下に設けられると共に、仕切板部
から壁体に向かって延び、仕切板部を越えて流出した水を下方に通過させるので、水が第
二有孔板部を介して下流水槽上部から下流水槽下部に流れ込む際に、空気を連行すること
がない。従って、流量の増減に対応しつつ、発泡を効果的に防止することができる。
【００１２】
　また、前記発泡防止装置は、前記壁体の上方において前記貯水域側と前記放水域側とを
連通させる開放部を有することを特徴とする。
　この構成によれば、壁体の上方において貯水域側と放水域側とを連通させる開放部を有
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するので、全体の水位が想定外に上昇したとしても、貯水域側の水が、壁体の上端を越え
て放水域側に流れ込む。従って、水が放水ピットの外部に溢れることを防止することがで
きる。
【００１３】
　また、前記発泡防止装置は、前記開放部に設けられ、前記壁体の上端を越えて流出した
前記水を通過させる第三有孔板部を備えることを特徴とする。
　この構成によれば、全体の水位が想定外に上昇したとしても、第三有孔板部を介して貯
水域側の水が放水域側に流れることとなるので、貯水域側の水位と放水域側の水位との落
差が小さなものとなって、貯水域側から放水域側に落下する水が減少する。これにより、
開放部を介して貯水域側から放出域側へと落下する水の発泡を抑制することができる。
【００１４】
　また、前記第一有孔板部は、前記仕切板部の基端から下方に向けて延び、前記水を横方
向に通過させ、前記第二有孔板部は、前記仕切板部の天端から上方に向けて延び、前記水
を横方向に通過させ、前記仕切板部は、前記基端が前記下流水槽の水位よりも低くされて
いることを特徴とする。
　この構成によれば、第二有孔板部が仕切板部の天端から上方に向けて延び、水を横方向
に通過させるので、第二の流量である場合に、上流水槽と下流水槽との水位差を軽減する
。これにより、水が仕切板を越えて下流水槽に流れ込む際に、空気を連行することを抑止
する。従って、流量の増減に対応しつつ、発泡を効果的に防止することができる。
【００１５】
　また、前記第二有孔板部の開口率が、前記第一有孔板部の開口率よりも大きくされてい
ることを特徴とする。
　この構成によれば、第二有孔板部の開口率が第一有孔板部の開口率よりも大きくされて
いるので、水が第二有孔板部を通過する際の圧力損失が比較的に小さくなる。これにより
、上流水槽の水位が第二有孔板部に達した場合に、上流水槽の水位が過度に上昇すること
を抑制することができる。
【００１６】
　また、前記発泡防止装置は、前記第二有孔板部の上方において前記貯水域側と前記放水
域側とを連通させる開放部を有することを特徴とする。
　この構成によれば、第二有孔板部の上方において貯水域側と放水域側とを連通させる開
放部を有するので、全体の水位が想定外に上昇したとしても、貯水域側の水が、開放部を
介して放水域側に流れ込む。従って、水が放水ピットの外部に溢れることを防止すること
ができる。
【００１７】
　また、前記発泡防止装置は、前記第二有孔板部の上方に設けられ、前後を前記上流水槽
と前記下流水槽とに区画する発泡防止ユニット壁を備え、該発泡防止ユニット壁は、前記
貯水域に導入される水が基準の流量である場合において、基端が前記下流水槽の水位より
も低く、かつ、天端が前記上流水槽の水位よりも高くされた仕切部と、前記仕切部の天端
に設けられ、上方に延在する有孔部とを備えることを特徴とする。
　この構成によれば、第二有孔板部の上方に発泡防止ユニット壁を備え、この発泡防止ユ
ニット壁が、基準の流量である場合に基端が下流水槽の水位よりも低く、かつ、天端が上
流水槽の水位よりも高くされた仕切部と、仕切部の上方に延在する有孔部とを備えるので
、例えば、揚水ポンプが複数設けられた場合など、貯水域に導入される水の流量が多段階
に設定されるときに、水位を適切に制御しつつ、発泡を抑制することができる。
【００１８】
　また、前記発泡防止装置は、前記発泡防止ユニット壁が前記第二有孔板部の上方に複数
連続して設けられていることを特徴とする。
　この構成によれば、発泡防止ユニット壁が第二有孔板部の上方に複数連続して設けられ
ているので、貯水域に導入される水の流量が多段階に設定される場合に、水位を適切に制
御しつつ、発泡を抑制することができる。
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【００１９】
　また、前記発泡防止装置が、水平方向に複数連続して設けられていることを特徴とする
。
　この構成によれば、発泡防止装置が水平方向に複数連続して設けられているので、上流
水槽と放水域との水位差を小分けにすることができる。
【００２０】
　また、前記貯水域は、底部のうちの前記水を導入する水導入部から前記堰までの間にお
いて上方に向けて突出する突出体を備え、該突出体は、幅寸法が前記水導入部の幅寸法以
上とされ、前記貯水域側から前記放水域側を見て前記水導入部と重なるように設けられて
いることを特徴とする。
　この構成によれば、突出体を有するので、貯水域の底部に沿って堰に向かう水の流れを
幅方向両側に分散させ、水面が幅方向中央で凸状に盛り上がらずに平坦になる。これによ
り、発泡を生じさせないで、水を発泡防止装置に流入させることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る放水ピット構造によれば、発泡を抑制すると共に、流量の増減に対応する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第一実施形態に係る放水ピットＡ１の概略構成断面図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係る第一多孔板１１の平面図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係る第一多孔板１１の一部断面図であって、図２におけ
るＪ－Ｊ線断面図である。
【図４】本発明の第一実施形態に係る放水ピットＡ１の第一の作用説明図である。
【図５】本発明の第一実施形態に係る放水ピットＡ１の第二の作用説明図である。
【図６】本発明の第一実施形態に係る放水ピットＡ１の第三の作用説明図である。
【図７】本発明の第一実施形態に係る放水ピットＡ１の変形例である放水ピットＡ２の概
略構成断面図である。
【図８】本発明の第一実施形態に係る放水ピットＡ１の変形例である放水ピットＡ３を示
す図であって、概略構成断面図である。
【図９】本発明の第一実施形態に係る放水ピットＡ１の変形例である放水ピットＡ３を示
す図であって、図８のＩ－Ｉ線断面図である。
【図１０】本発明の第一実施形態に係る放水ピットＡ３の比較対象図である。
【図１１】本発明の第二実施形態に係る放水ピットＢ１の概略構成断面図である。
【図１２】本発明の第二実施形態に係る放水ピットＢ１の変形例である放水ピットＢ２の
概略構成断面図である。
【図１３】本発明の第一実施形態に係る円孔１１ｃの貫通方向を変更した変更例の断面図
であって、図３に相当する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照し、本発明の実施の形態について説明する。
＜第一実施形態＞
　図１は、本発明の第一実施形態に係る放水ピット（放水ピット構造）Ａ１の概略構成断
面図である。
　この放水ピットＡ１は、海域から取水した海水を復水器の冷却水として用いる火力発電
プラントに設置されたものである。この放水ピットＡ１は、冷却を終えて排水（水）Ｗと
なった海水が、復水器から海域に向けて流れる排水流路系に設置されている。
【００２４】
　図１に示すように、放水ピットＡ１は、排水Ｗが貯水された貯水域４と、排水Ｗを海域
に向けて放水する放水域５とを有している。
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【００２５】
　図１に示すように、貯水域４は、導入管（水導入部）２から放水ピットＡ１に導入され
た排水Ｗを堰３が堰き止めることによって構成されている。
　導入管２は、不図示の揚水ポンプに接続されており、管開口部２ａから排水Ｗを吐出し
ている。
　この導入管２は、管開口部２ａが貯水域４の水面下に位置するように配設されており、
排水Ｗの供給源との間でサイフォンが構成されている。
【００２６】
　堰３は、放水ピットＡ１の底部から上方に向けて延びており、重力方向において天端３
ａが管開口部２ａよりも上方に位置している。この堰３は、放水ピットＡ１の幅方向（図
１において紙面垂直方向）における両端壁の間に亘って延在している。
　このような構成により、外海潮位や水路損失の変動が生じたとしても、サイフォン切れ
が生じないようになっている。
【００２７】
　図１に示すように、放水域５は、貯水域４の下流側において堰３を越えて流出した排水
Ｗを貯留しており、この貯留した排水Ｗを外界に向けて放水する放水管６を備えている。
この放水管６は、放水ピットＡ１と海域とに連通している。
【００２８】
　この放水ピットＡ１は、貯水域４から放水域５までの流路を上流側の上流水槽２０と下
流側の下流水槽３０とに区画する発泡防止装置１０を有している。
【００２９】
　図１に示すように、発泡防止装置１０は、堰３の下流側に隣接して設置されており、第
一多孔板（第一有孔板部）１１と、仕切板（仕切板部）１２と、区壁（壁体）１３と、第
二多孔板（第二有孔板部）１４とを備えている。なお、この発泡防止装置１０は、堰３と
同様に、放水ピットＡ１の幅方向における両端壁の間に亘って延在している。
【００３０】
　図２は、第一多孔板１１の平面図であり、図３は、図２のＪ－Ｊ線断面図である。
　図２及び図３に示すように、第一多孔板１１は、板面法線方向に貫通した円孔１１ｃが
マトリクス状に複数形成されたものであり、開口率が約３５％となっている。
　図１に示すように、この第一多孔板１１は、堰３の天端３ａよりも僅かに低い位置から
仕切板１２の基端１２ｂまで水平方向に延びている。このような第一多孔板１１は、排水
Ｗの通過抵抗として作用する。
【００３１】
　図１に示すように、仕切板１２は、堰３から放水域５側に離間した位置において重力方
向に延びており、基端１２ｂが第一多孔板１１の板面に突き合わされている。この仕切板
１２は、貫通孔を有しておらず、排水Ｗを板面方向に通過させないようになっている。
【００３２】
　上述したように、これら仕切板１２と第一多孔板１１とは、上流水槽２０と下流水槽３
０とを区画している。
　図１に示すように、上流水槽２０は、仕切板１２及び第一多孔板１１が上流側に区画し
た空間であって天端３ａの上部において貯水域４に連通している。一方、下流水槽３０は
、仕切板１２の下方から第一多孔板１１の下流側（後方側）に亘って延在しており、放水
域５と連通している。
【００３３】
　図１に示すように、区壁１３は、仕切板１２から放水域５側に離間した位置おいて、仕
切板１２に沿って配設されている。この区壁１３は、重力方向において下端１３ｂが第一
多孔板１１よりも下方に位置している。また、区壁１３の上端１３ａは、仕切板１２の天
端１２ａよりも高く、かつ、放水ピットＡ１の高さ上限よりも下方に位置しており、上端
１３ａの上方が貯水域４側と放水域５側とを連通させる開放部１３ｃになっている。
　なお、区壁１３の下端１３ｂは、第一多孔板１１と同一の高さに設けてもよい。
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【００３４】
　第二多孔板１４は、第一多孔板１１と同様のものであり、図１に示すように、第一多孔
板１１の端辺（仕切板１２の基端１２ｂ）から区壁１３に向けて水平方向に延びている。
この第二多孔板１４の水平方向の長さは、第一多孔板１１の水平方向の長さと同一の長さ
となっている。
【００３５】
　このような構成の放水ピットＡ１は、導入管２から吐出される排水Ｗの流量が最小の流
量である場合（以下、「低流量（第一の流量）Ｑ１」と称する。）には、放水域５の水位
がＨ２１となるように設定されている。この水位Ｈ２１は、第一多孔板１１の高さ以上で
、かつ、仕切板１２の天端１２ａよりも低くなるように設定されている。この水位Ｈ２１

は、放水管６の圧力損失に基づいて、海域の潮位が変動したとしても第一多孔板１１の高
さを下回らないように設定されている。
　この放水域５の上流側に隣接・連通する下流水槽３０の水位は、放水域５の水位と同一
のものとなり、排水Ｗが低流量Ｑ１である場合には、水位Ｈ２１となる。
【００３６】
　一方、貯水域４の水位は、排水Ｗが低流量Ｑ１である場合において、水位Ｈ１１（第一
の水位）となるように設定されている。この水位Ｈ１１は、仕切板１２の天端１２ａより
も僅かに低くなるように、水位Ｈ２１と第一多孔板１１の圧力損失とに基づいて設定され
ている。換言すれば、水位Ｈ１１は、第一多孔板１１による圧力損失分だけ水位Ｈ２１か
ら水位が上昇したものである。
　この貯水域４の下流側に隣接・連通する上流水槽２０の水位は、貯水域４の水位と略同
一となり、排水Ｗが低流量Ｑ１である場合には、水位Ｈ１１となる。
【００３７】
　次に、上述した構成からなる放水ピットＡ１及び発泡防止装置１０の作用について、図
を用いて説明する。
　図１に示すように、排水Ｗが低流量Ｑ１の場合には、貯水域４及び上流水槽２０の水位
がＨ１１となり、放水域５及び下流水槽３０の水位がＨ２１となっている。貯水域４に導
入された排水Ｗは、堰３を越えて上流水槽２０に流出し、この上流水槽２０から第一多孔
板１１を下方に向けて通過して、下流水槽３０に流入する。
【００３８】
　この際、第一多孔板１１の下方に空気層が存在しないために、排水Ｗが第一多孔板１１
を通過しても、空気を水中に連行することがなく、発泡が生じない。
【００３９】
　次に、導入管２が吐出する排水Ｗが二倍の流量（以下、「高流量Ｑ２」と称する。）に
なると、排水Ｗの流速が増大して、第一多孔板１１を通過する際の圧力損失が増大する。
このため、図４に示すように、上流水槽２０及び貯水域４の水位がＨ１２に上昇し、仕切
板１２の天端１２ａを越えて下流水槽３０（より具体的には、下流水槽３０のうち仕切板
１２と区壁１３と第二多孔板１４とが区画する空間）に流れ込む。
【００４０】
　図５に示すように、仕切板１２を越えて流出した排水Ｗは、第二多孔板１４を通過する
。そして、高流量Ｑ２に応じて放水管６における圧力損失が増大するために、下流水槽３
０及び放水域５の水位がＨ２２となる。
　この状態においては、第一多孔板１１と第二多孔板１４とを通過する排水Ｗの流速は、
低流量Ｑ１の場合に第一多孔板１１を通過する排水Ｗの流速とほぼ同様の大きさとなる。
　すなわち、排水Ｗが高流量Ｑ２になると、流量の増加に応じて新たな流路（第二多孔板
１４）が確保されて流路面積が増加するために、排水Ｗの流速の増加を抑止する。これに
より、圧力損失が極端に増大せず、水位が急激に高くなることがない。
【００４１】
　この状態においても、第一多孔板１１及び第二多孔板１４の下方に空気層が存在しない
ために、排水Ｗが第一多孔板１１及び第二多孔板１４を通過する際に空気を水中に連行す
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ることがなく、発泡が生じない。
【００４２】
　さらに、図６に示すように、例えば、放水管６の圧力損失が増大し、放水ピットＡ１全
体の水位が想定外に上昇すると（Ｈ１３，Ｈ２３）、貯水域４側の排水Ｗが、区壁１３の
上端１３ａを越えて開放部１３ｃから放水域５側に流れ込む。すなわち、貯水域４側の排
水Ｗを上端１３ａからオーバーフローさせ、排水Ｗを放水ピットＡ１から溢れさせずに放
水管６を介して放水する。
【００４３】
　以上説明したように、本実施形態に係る放水ピットＡ１によれば、上流水槽２０と下流
水槽３０とを区画する発泡防止装置１０を有し、第一多孔板１１が、最小流量である低流
量Ｑ１とした場合の下流水槽３０の水位Ｈ２１以下に設けられているので、流量が変動し
ても水位Ｈ２１が第一多孔板１１の高さを下回ることはないので、排水Ｗが上流水槽２０
から第一多孔板１１を介して下流水槽３０に流れ込む際に、空気を巻き込むことがなく、
空気を下流水槽３０の水中に連行することがない。従って、発泡を効果的に防止すること
ができる。
　また、天端１２ａが水位Ｈ１１よりも高くされた仕切板１２と、高流量Ｑ２である場合
に仕切板１２を超えて流出する排水Ｗを通過させる第二多孔板１４とを備えるので、排水
Ｗの流量が低流量Ｑ１から高流量Ｑ２に増加した場合に、排水Ｗが第一多孔板１１以外に
第二多孔板１４を通過することとなり、新たな流路が確保される。従って、流量の増加に
応じて流路面積を増加させるので、排水Ｗの流速の増加を抑止すると共に圧力損失が極端
に増大することを抑止して、水位が急激に高くなることを抑制することができる。
【００４４】
　また、第二多孔板１４が、下流水槽３０の水位Ｈ２１以下に設けられると共に、仕切板
１２から区壁１３に向かって延び、仕切板１２を超えて流出する排水Ｗを下方に通過させ
るので、排水Ｗが第二多孔板１４を介して下流水槽３０上部から下流水槽３０下部に流れ
込む際に、空気を連行することがない。従って、流量の増減に対応しつつ、発泡を効果的
に防止することができる。
【００４５】
　また、区壁１３の上方において貯水域４側と放水域５側とを連通させる開放部１３ｃを
有するので、全体の水位が想定外に上昇したとしても、貯水域４側の排水Ｗが、区壁１３
の上端１３ａを超えて放水域５側に流れ込む。従って、排水Ｗが放水ピットＡ１の外部に
溢れることを防止することができる。
【００４６】
＜第一実施形態の変形例Ａ２＞
　図７は、放水ピットＡ１の変形例である放水ピット（放水ピット構造）Ａ２の概略構成
断面図である。図７において、図１～図６と同様の構成要素については、同一の符号を付
し、その説明を省略する。
　図７に示すように、この放水ピットＡ２は、区壁（壁体）４３の上端４３ａを区壁１３
よりも低くし、この上端４３ａの上方に形成される開放部４３ｃに第三多孔板（第三有孔
板部）２４を設けたものである。
【００４７】
　第三多孔板２４は、第一多孔板１１及び第二多孔板１４と同様のものであるが、重力方
向に向けて設けられている点と、開口率が大きくされている点とが両者と異なる。
【００４８】
　この構成によれば、放水ピットＡ２全体の水位が想定外に上昇すると（水位Ｈ１３，Ｈ

２３）、第三多孔板２４のうち、水位Ｈ１３よりも下方の部分を介して、貯水域４側から
放水域５側へと排水Ｗが通過する。これにより、開放部４３ｃを介して貯水域４側から放
水域５側へと流れる排水Ｗのうち、落下する排水Ｗの割合が減少する。また、貯水域４側
の水位Ｈ１３と放水域５側の水位Ｈ２３との落差Ｇ２が小さなものとなる（図６における
落差Ｇ１参照）ので、発泡が僅かなものとなる。
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　従って、放水ピットＡ２全体の水位が想定外に上昇したとしても、開放部４３ｃを介し
て貯水域４側から放水域５側へと流れる排水Ｗの発泡を抑制することができる。よって、
外部に排水Ｗを溢れさせずに、かつ、発泡を抑制することが可能になる。
　なお、開口率が比較的に大きくされているので、排水Ｗを貯水域４側から放水域５側に
良好に通過させることができる。換言すれば、排水Ｗを良好に通過させて放水ピットＡ２
の外部に溢れないように開口率を比較的に大きく設定すればよい。
【００４９】
＜第一実施形態の変形例Ａ３＞
　図８、図９は、放水ピットＡ１の変形例である放水ピット（放水ピット構造）Ａ３を示
す図であって、図８は、概略構成断面図であり、図９は、図８のＩ－Ｉ線断面図である。
図８、図９において、図１～図７と同様の構成要素については、同一の符号を付し、その
説明を省略する。
　図８に示すように、この放水ピットＡ３は貯水域４の底部に重力方向の上方に向けて突
出する突出体４５を備えている。
【００５０】
　図８及び図９に示すように、突出体４５は直方体状に形成されたものである。
　図８に示すように、突出体４５は、導入管２の管開口部２ａと、堰３との間（距離Ｌ）
において、導入管２側に立設している。
　図９に示すように、この突出体４５の幅寸法ｗ１は、導入管２の管開口部２ａの幅寸法
ｗ２よりも十分に大きいものである。
　この突出体４５は、図９に示すように、貯水域４側から放水域５側を見て導入管２と重
なるように設けられている。
【００５１】
　この突出体４５によれば、排水Ｗが管開口部２ａから下方に吐出された後に、貯水域４
の底部に沿って堰３に向かう流れを、幅方向両側に分散させる。これにより、排水Ｗが堰
３を越えて流出する際に、水面が幅方向中央で凸状に盛り上がらずに平坦になる。
【００５２】
　図１０は、突出体４５を省略した放水ピットＡ３を示す図であって、図９に相当する図
である。
　図１０に示すように、管開口部２ａから下方に吐出された排水Ｗのうち、貯水域４の底
部に沿って堰３に向かう流れは、堰３に到達した後に、堰３に沿って上方に向かって天端
３ａを越えて上流水槽２０に流出する。この際、貯水域４側から放水域５側を見て、導入
管２の位置と重なる中央の位置の流速が最も早くなっており、図１０に示すように、排水
Ｗが水面の幅方向中央部分を凸状に盛り上げる。このような水面の乱れによって、発泡防
止装置１０に排水Ｗが流入する前段階で、発泡が生じる恐れがあった。
【００５３】
　しかしながら、放水ピットＡ３によれば、突出体４５を有するので、貯水域４の底部に
沿って堰３に向かう排水Ｗの流れを、幅方向両側に分散させ、水面を平坦なものとする。
　これにより、発泡を生じさせないで、排水Ｗを発泡防止装置１０に流入させることがで
きる。
【００５４】
　この突出体４５は、他の形状であってもよいが、幅寸法ｗ１は、少なくとも管開口部２
ａの幅寸法ｗ２以上であることが望ましい。
　また、この突出体４５は、単独で放水ピットに設置したとしても、発泡抑制効果が認め
られる。さらに、後述する第二実施形態に付加的に設けてもよい。
【００５５】
　上述した第一実施形態においては、円孔１１ｃが形成された第一多孔板１１、第二多孔
板１４、第三多孔板２４を用いる構成としたが、排水Ｗを通過させる構成であれば、どの
ようなものでもよい。例えば、孔の形状は、他の形状（矩形状やスリット状）であっても
よいし、板状の部材に限られず、網状の部材を用いてもよいし、壁状部材、床状部材等を
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用いてもよい（これらの構成を含めて「第一有孔板部、第二有孔板部、第三有孔板部」と
している）。
　また、上述した第一実施形態においては、第一多孔板１１、第二多孔板１４の開口率を
約３５％としたが、他の開口率を用いることができるのは勿論である。但し、３０～４０
％が好適である。
　また、上述した第一実施形態においては、第一多孔板１１、第二多孔板１４、第三多孔
板２４は、円孔１１ｃの配置がマトリクス状となったものを用いたが、他の配置（例えば
、千鳥配置や不規則な配置等）になったものを用いてもよい。
【００５６】
　また、上述した第一実施形態においては、第一多孔板１１と第二多孔板１４とを独立し
た部材で構成したが、同一部材で構成してもよい。
　また、上述した第一実施形態においては、第一多孔板１１と第二多孔板１４とを同一の
高さに設けたが、異なる高さに設けてもよい。
【００５７】
　また、上述した第一実施形態においては、第一多孔板１１の水平方向の長さと、第二多
孔板１４の水平方向の長さとを同一にしたが、これは、低流量Ｑ１と高流量Ｑ２の割合（
１：２）に応じて、流路面積が二倍になるように設定したものである。すなわち、低流量
Ｑ１の場合に第一多孔板１１を通過する排水Ｗの流速と、高流量Ｑ２の場合に第一多孔板
１１及び第二多孔板１４を通過する排水Ｗの流速とを略同一にするために設定したもので
ある。換言すれば、低流量Ｑ１と高流量Ｑ２との割合に応じて、第一多孔板１１の水平方
向の長さと、第二多孔板１４の水平方向の長さとを調整し、圧力損失を調整することが可
能である。
　同様に、低流量Ｑ１と高流量Ｑ２との割合に応じて、第一多孔板１１の開口率と、第二
多孔板１４の開口率とを調整して、あるいは、第一多孔板１１の開口率及び水平方向の長
さと、第二多孔板１４の開口率及び水平方向の長さとを調整して、圧力損失を調整しても
よい。
【００５８】
＜第二実施形態＞
　図１１は、本発明の第二実施形態に係る放水ピット（放水ピット構造）Ｂ１の概略構成
断面図である。
　図１１に示すように、放水ピットＢ１は、堰３の下流側に設けられ、貯水域４から放水
域５までの流路を上流側の上流水槽６０と下流側の下流水槽７０とに区画する発泡防止装
置５０を有している。
【００５９】
　図１１に示すように、発泡防止装置５０は、堰３よりも放水域５側に離間した位置に設
けられており、第一多孔壁（第一有孔板部）５１と、仕切壁（仕切板部）５２と、第二多
孔壁（第二有孔板部）５４とを備えている。なお、この発泡防止装置５０は、放水ピット
Ｂ１の幅方向における両端壁の間に亘って延在している。
【００６０】
　第一多孔壁５１は、開口率が約３５％の壁材であり（図２参照）、放水ピットＢ１の底
部から上方に向けて仕切壁５２の基端５２ｂまで延在している。
【００６１】
　仕切壁５２は、第一多孔壁５１の上端５１ａから上方に向けて延びており、基端５２ｂ
が第一多孔壁５１の上端５１ａに突き合わされている。
【００６２】
　第二多孔壁５４は、第一多孔壁５１と同様のものであり、図１１に示すように、仕切壁
５２の天端５２ａから上方に向けて延びている。この第二多孔壁５４は、第一多孔壁５１
よりも開口率が大きくされたものであり、上端５４ａが放水ピットＢ１の高さ上限よりも
下方に位置している。
【００６３】
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　この発泡防止装置５０は、上流水槽６０と下流水槽７０とを区画している。図１１に示
すように、上流水槽６０は、発泡防止装置５０の上流側（前方側）に形成され、天端３ａ
の上部において貯水域４に連通しており、下流水槽７０は、発泡防止装置５０の下流側（
後方側）に形成され、放水域５と連通している。
【００６４】
　このような構成の放水ピットＢ１は、導入管２から吐出される排水Ｗが低流量Ｑ１であ
る場合には、放水域５の水位がＨ２１となるように設定されている。この水位Ｈ２１は、
第一多孔壁５１の上端５１ａよりも僅かに高くなるように設定されている。この水位Ｈ２

１は、放水管６の圧力損失に基づいて、海域の潮位の変動が生じたとしても第一多孔壁５
１の上端５１ａを下回らないように設定されている。
　この放水域５の上流側に隣接・連通する下流水槽７０の水位は、水位Ｈ２１と同様のも
のとなる。
【００６５】
　一方、上流水槽６０の水位は、排水Ｗが低流量Ｑ１である場合において、水位Ｈ１１に
なるように設定されている。この水位Ｈ１１は、仕切壁５２の天端５２ａよりも僅かに低
くなるように、水位Ｈ２１と第一多孔壁５１の圧力損失とに基づいて設定されている。換
言すれば、水位Ｈ１１は、第一多孔壁５１の圧力損失分だけ水位Ｈ２１よりも水位が上昇
したものである。
【００６６】
　このような構成により、仕切壁５２は、上流水槽６０と下流水槽７０とのヘッド差（Ｈ

１１－Ｈ２１）以上となる長さを有し、基端５２ｂが水位Ｈ２１よりも下方に、天端５２
ａが水位Ｈ１１よりも上方に位置するよう設定されている。
【００６７】
　次に、上述した構成からなる放水ピットＢ１及び発泡防止装置５０の作用について、図
を用いて説明する。
　図１１に示すように、排水Ｗが低流量Ｑ１の場合には、上流水槽６０の水位がＨ１１と
なり、下流水槽７０の水位がＨ２１となっている。貯水域４に導入された排水Ｗは、堰３
を越えて上流水槽６０に流出し、この上流水槽６０から第一多孔壁５１を水平方向に通過
して、下流水槽７０に流入する。
【００６８】
　この状態においては、第一多孔壁５１の周囲に空気層が存在しないために、排水Ｗが第
一多孔壁５１を通過する際に空気を水中に連行することがなく、発泡が生じない。また、
仕切壁５２が水位Ｈ２１の下方から、水位Ｈ１１の上方まで延在しているため、上流水槽
６０から下流水槽７０に排水Ｗが落水することがない。
【００６９】
　次に、導入管２から吐出される排水Ｗが高流量Ｑ２になると、排水Ｗの流速が増大して
、第一多孔壁５１を通過する際の圧力損失が増大する。このため、図１１に示すように、
上流水槽６０及び貯水域４の水位が上昇する。この状態においては、排水Ｗが第一多孔壁
５１を通過して下流水槽７０に流入すると共に、排水Ｗが第二多孔壁５４のうち上流水槽
６０の水位よりも下方の部分を通過して、下流水槽７０に流入する。このようにして、上
流水槽６０の水位がＨ１２に、下流水槽７０の水位がＨ２２となる（図１１中一点鎖線で
示す）。
【００７０】
　仕切壁５２の天端５２ａから水位Ｈ２２までの範囲においては、排水Ｗが第二多孔壁５
４を通過して下流水槽７０に流入することとなり、水位Ｈ１２と水位Ｈ２２との落差を軽
減する。つまり、上流水槽６０から下流水槽７０に落下する排水Ｗの割合が減少する。
【００７１】
　このように、排水Ｗが高流量Ｑ２となっても、第二多孔壁５４を介して上流水槽６０か
ら下流水槽７０に流入する排水Ｗのうち、大部分が水位Ｈ２２よりも下方の部分を通過す
る。また、残りの僅かな排水Ｗが、上流水槽６０と下流水槽７０との小さい落差を落下す
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る。このため、水中に連行される空気が僅かなものとなり、発泡が僅かなものとなる。
【００７２】
　さらに、例えば、放水管６の圧力損失が増大し、放水ピットＢ１全体の水位が想定外に
上昇すると（水位Ｈ１３，Ｈ２３）、貯水域４側の排水Ｗが、第二多孔壁５４の上端５４
ａを超えて放水域５側に流れ込む。すなわち、貯水域４側の排水Ｗを上端５４ａからオー
バーフローさせ、排水Ｗを放水ピットＢ１から溢れさせずに放水管６を介して放水する。
【００７３】
　以上説明したように、本実施形態に係る放水ピットＢ１によれば、第一多孔壁５１が、
下流水槽７０の水位Ｈ２１以下に設けられているので、排水Ｗが上流水槽６０から第一多
孔壁５１を介して下流水槽７０に流れ込む際に、空気を巻き込むことがなく、空気を下流
水槽７０の水中に連行することがない。従って、発泡を効果的に防止することができる。
　また、第二多孔壁５４が、仕切壁５２の天端５２ａから上方に向けて延び、排水Ｗを横
方向に通過させるので、高流量Ｑ２である場合に、上流水槽６０と下流水槽７０との落差
を軽減する。これにより、排水Ｗが仕切壁５２を越えて下流水槽７０に流れ込む際に、空
気を連行することを抑止する。従って、流量の増減に対応しつつ、発泡を効果的に防止す
ることができる。
【００７４】
　また、第二多孔壁５４の開口率が、第一多孔壁５１の開口率よりも大きくされているの
で、排水Ｗが第二多孔壁５４を通過する際の圧力損失が比較的に小さくなる。これにより
、上流水槽６０の水位が第二多孔壁５４に達した場合に、上流水槽６０の水位が過度に上
昇することを抑制することができる。
【００７５】
　また、上端５４ａが放水ピットＢ１の高さ上限よりも下方に位置しており、第二多孔壁
５４の上方において貯水域４側と放水域５側とを連通させる開放部を有するので、全体の
水位が想定外に上昇したとしても、貯水域４側の排水Ｗが、開放部を介して放水域５側に
流れ込む。従って、排水Ｗが放水ピットＢ１の外部に溢れることを防止することができる
。
【００７６】
＜第二実施形態の変形例Ｂ２＞
　図１２は、放水ピットＢ１の変形例である放水ピット（放水ピット構造）Ｂ２の概略構
成断面図である。図１２において、図１～図１１と同様の構成要素については、同一の符
号を付し、その説明を省略する。
　図１２に示すように、この放水ピットＢ１は、発泡防止装置８０と、発泡防止装置９０
とを有している。
【００７７】
　発泡防止装置８０は、第一多孔壁５１と、仕切壁５２と、第二多孔壁５４と、発泡防止
ユニット壁５５を備えている。
　発泡防止ユニット壁５５は、仕切部５６と、多孔部（有孔部）５７とを備えている。
【００７８】
　仕切部５６は、仕切壁５２と同様の構成となっており、第二多孔壁５４の上端５４ａか
ら上方に向けて延びている。
　この仕切部５６は、排水Ｗの流量を高流量Ｑ２よりも更に増加させた場合（以下、「高
流量Ｑ４」と称する。）において、基端５６ｂが下流水槽７０の水位Ｈ２４よりも僅かに
低く、かつ、天端５６ａが上流水槽６０の水位Ｈ１４よりも僅かに高くされている。
　多孔部５７は、第二多孔壁５４と同様の構成となっており、仕切部５６の天端５６ａか
ら上方に延在している。
【００７９】
　発泡防止装置９０は、発泡防止装置８０から放水域５側に離間した位置に立設されたも
のであり、第一多孔壁（第一有孔板部）９１と、仕切壁（仕切板部）９２と、第二多孔壁
（第二有孔板部）９４と、発泡防止ユニット壁９５を備えている。この発泡防止装置９０



(14) JP 2011-106196 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

は、上流側（前方側）を上流水槽１００（下流水槽７０）、下流側（後方側）を下流水槽
１１０に区画している。
【００８０】
　第一多孔壁９１は、第一多孔壁５１と同様の部材であり、放水ピットＢ１の底部から上
方に向けて仕切壁９２まで延在している。
【００８１】
　仕切壁９２は、第一多孔壁９１の上端９１ａから上方に向けて重力方向に延びており、
基端９２ｂが第一多孔壁９１の上端９１ａに突き合わされている。この仕切壁９２は、天
端９２ａが低流量Ｑ１の場合における上流水槽１００（下流水槽７０）の水位Ｈ２１より
も上方に、基端９２ｂが低流量Ｑ１の場合における下流水槽１１０の水位Ｈ３１よりも下
方に位置している。
【００８２】
　第二多孔壁９４は、第二多孔壁５４と同様のものであり、図１２に示すように、仕切壁
９２の天端９２ａから上方に向けて延びている。
【００８３】
　発泡防止ユニット壁９５は、仕切部９６と、多孔部（有孔部）９７とを備えている。
　仕切部９６は、仕切部５６と同様の構成となっており、第二多孔壁９４の上端９４ａか
ら上方に向けて延びている。具体的には、貯水域４に導入される排水Ｗが高流量Ｑ４であ
る場合において、基端９６ｂが下流水槽１１０の水位Ｈ３４よりも低く、かつ、天端９６
ａが上流水槽１００（下流水槽７０）の水位Ｈ２４よりも高くされている。
　多孔部９７は、多孔部５７と同様の構成となっており、仕切部９６の天端９６ａから上
方に延在している。
【００８４】
　このような発泡防止装置８０，９０の構成要素の各寸法は、下流側から順に設定される
。すなわち、低流量Ｑ１の場合に、外界の潮位と放水管６の圧力損失とから水位Ｈ３１が
算出され、この水位Ｈ３１を下回るように第一多孔壁９１の上端９１ａ及び仕切壁９２の
基端９２ｂの位置が定められる。
　そして、この水位Ｈ３１と第一多孔壁９１の圧力損失から下流水槽７０の水位Ｈ２１が
算出され、この水位Ｈ２１を下回るように第一多孔壁５１の上端５１ａ及び仕切壁５２の
基端５２ｂの位置が、水位Ｈ２１を上回るように仕切壁９２の天端９２ａ及び第二多孔壁
９４の下端の位置が定められる。
　同様にして、水位Ｈ２１と第一多孔壁５１の圧力損失から上流水槽６０の水位Ｈ１１が
算出され、この水位Ｈ１１を上回るように仕切壁５２の天端５２ａ及び第二多孔壁５４の
下端の位置が定められる。
　高流量Ｑ２，Ｑ４の場合も同様にして下流側から順にその位置が定められる。この際、
高流量Ｑ２よりも流量が多い高流量Ｑ４が、発泡防止ユニット壁５５の仕切部５６と、発
泡防止ユニット壁９５の仕切部９６のそれぞれの天端及び基端の位置を定める「基準の流
量」となる。
【００８５】
　このような構成によれば、導入管２から吐出される排水Ｗが高流量Ｑ２からＱ４になる
と、排水Ｗの流速が増大して、第一多孔壁５１及び第二多孔壁５４を通過する際の圧力損
失が増大する。このため、図１２に示すように、上流水槽６０の水位がＨ１４に上昇する
と共に、上流水槽１００（下流水槽７０）の水位がＨ２４に、下流水槽１１０の水位がＨ

３４に上昇する。
【００８６】
　さらに、この高流量Ｑ４からＱ５に流量が増加した場合には、低流量Ｑ１から高流量Ｑ
２に流量が増加した場合と同様に、上流水槽６０の水位がＨ１５に、上流水槽１００（下
流水槽７０）の水位がＨ２５に、下流水槽１１０の水位がＨ３５に上昇する。
　なお、例えば、放水管６の圧力損失が増大し、放水ピットＢ２全体の水位が想定外に上
昇すると（水位Ｈ１３，Ｈ２３，Ｈ３３）、上流水槽６０の排水Ｗが、多孔部５７の上端
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を超えて下流水槽７０（上流水槽１００）に流れ込み、下流水槽７０の排水Ｗが多孔部９
７の上端を越えて下流水槽１１０に流れ込む。すなわち、上流水槽６０と下流水槽７０と
の排水Ｗを多孔部５７，９７のそれぞれの上端からオーバーフローさせ、排水Ｗを放水ピ
ットＢ２から溢れさせずに放水管６を介して放水する。
【００８７】
　この構成によれば、発泡防止装置８０，９０がそれぞれ発泡防止ユニット壁５５，９５
を備えるので、排水Ｗの流量が多段階的に変化する場合に対応して、水位を適切に制御し
つつ、発泡を抑制することができる。
　上記の各発泡防止ユニット壁（５５，９５）の仕切部（５６，９６）の基端及び天端の
位置を定める「基準の流量」は、放水ピットＢ２に予め段階的に設定された貯水域４に導
入される排水Ｗの流量である。同様に、高流量Ｑ４に比べて、さらに一段階多い流量Ｑ５
が設定されたとしても、発泡防止ユニット壁（５５，９５）の上方に、流量Ｑ５を「基準
の流量」とする新たな発泡防止ユニット壁を設け、この新たな発泡防止ユニット壁の仕切
部の天端及び基端の位置を流量Ｑ５に基づいて定めることで水位を適切に制御することが
できる。
【００８８】
　また、発泡防止装置８０，９０が水平方向に列設されているので、一の流量の場合にお
いて、上流水槽６０と放水域５との水位差を小分けにすることができる。なお、水平方向
に列設する発泡防止装置の数は二つに限定されず、三つ以上でもよい。
【００８９】
　上述した第二実施形態においては、第一多孔壁５１，９１、第二多孔壁５４，９４、多
孔部５７，９７を用いる構成としたが、排水Ｗを通過させる構成であれば、どのようなも
のでもよい。例えば、孔の形状は、矩形状やスリット状であってもよく、板状の部材、網
状の部材等を用いることができる。
　また、上述した第二実施形態における第一多孔壁５１等の開口率は種々のものを用いる
ことができる。但し、３０～４０％が好適である。
【００９０】
　なお、上述した実施の形態において示した動作手順、あるいは各構成部材の諸形状や組
み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づ
き種々変更可能である。
　例えば、上述した実施の形態では、火力発電プラントの放水ピットに本発明に係る放水
ピット構造を適用したが、原子力発電プラントや化学プラント等の各種プラントの放水ピ
ットに本発明を適用してもよい。
【００９１】
　また、上述した実施の形態においては、重力方向に延在する第三多孔板２４、第二多孔
壁５４，９４、多孔部５７，９７の円孔１１ｃは板面法線方向に貫通した構成としたが、
これに限定されるものではなく、図１３に示すように、円孔１１ｃの下流出口側が重力方
向の下方側を向くように板面に対して傾斜した方向に貫通させてもよい。こうすることに
よって、排水Ｗが上流水槽２０，６０，１００から円孔１１ｃ内を通過して下流水槽３０
，７０，１１０に落水する際の落差を低減できるので、より効果的に発泡を防止すること
ができる。
【００９２】
　また、上述した実施の形態においては、仕切板１２、第三多孔板２４、区壁１３，４３
、第一多孔壁５１，９１、仕切壁５２，９２、第二多孔壁５４，９４、発泡防止ユニット
壁５５，９５（仕切部５６，９６、多孔部５７，９７）は、必ずしも重力方向に設ける必
要はなく、傾斜させてもよい。この傾斜の程度としては、鉛直軸に対する角度が約－１０
度～＋１０度の範囲に設定すると良好である。
【符号の説明】
【００９３】
２…導入管（水導入部）
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３…堰
３ａ…天端
４…貯水域
５…放水域
１０，５０，８０，９０…発泡防止装置
１１…第一多孔板（第一有孔板部）
１２…仕切板（仕切板部）
１２ａ…天端
１２ｂ…基端
１３，４３…区壁（壁体）
１３ａ，４３ａ…上端
１３ｂ…下端
１３ｃ…開放部
１４…第二多孔板（第二有孔板部）
２０，６０，１００…上流水槽
２４…第三多孔板（第三有孔板部）
３０，７０，１１０…下流水槽
４３ｃ…開放部
４５…突出体
５１，９１…第一多孔壁（第一有孔板部）
５１ａ，９１ａ…上端
５２，９２…仕切壁（仕切板部）
５２ａ，９２ａ…天端
５２ｂ，９２ｂ…基端
５４，９４…第二多孔壁（第二有孔板部）
５４ａ，９４ａ…上端
５５，９５…発泡防止ユニット壁
５６，９６…仕切部
５６ａ，９６ａ…天端
５６ｂ，９６ｂ…基端
５７，９７…多孔部（有孔部）
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ｂ１，Ｂ２…放水ピット（放水ピット構造）
Ｈ１１…水位（第一の水位）
Ｗ…排水（水）
Ｑ１…低流量（第一の流量）
Ｑ２…高流量（第二の流量）
Ｑ４…高流量（基準の流量）
ｗ１，ｗ２…幅寸法
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